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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成22年11月11日に提出いたしました第70期第２四半期（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30

日）の四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報

告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報　

第５　経理の状況

２　その他

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第５ 【経理の状況】

２ 【その他】

（訂正前）

第70期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年11月２日開催の

取締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

して、次の通り中間配当を行うことを決議いたしました。

　
①中間配当金の総額 1,842百万円

②１株当たり中間配当金 800円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月２日

 

（訂正後）

平成22年11月２日開催の取締役会において、総株主通知により通知される平成22年９月30日時点の株主

に対して、第70期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当を次の通り行うことを決議い

たしました。

　
①中間配当金の総額 1,842百万円

②１株当たり中間配当金 800円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月２日
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